介護予防支援事業

運営指導実施日１０日前に提出していただく書類
〈介護予防支援事業〉
· メールで提出してください。
	No
	名称等
	確認欄

	（１）
	運営規程
	

	（２）
	勤務(実績)表【直近３か月分】
（併設有料老人ホームと兼務する場合には、その勤務表も併せて）
	

	（３）
	重要事項説明書
	

	（４）
	※自主点検表
	

	（５）
	※別添３　利用者に係る状況について　
	

	（６）
	※別添４　職員の配置状況
	


[bookmark: _Hlk227315442][bookmark: _Hlk227315347]※様式はこちらからダウンロードしてください。
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022113/1032412.html

運営指導当日に関する事項
〈介護予防支援事業〉
1 複数のサービス事業所がある場合は、各事業所別に書類を用意してください。
2 ペーパーレスを推進している事業所は、確認作業を円滑に進めるため確認用端末を
2台ご用意願います。
3 過去数年間分の資料の提示を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
4 必要に応じて下記以外の書類の閲覧、写しの提出をいただく場合があります。

Ⅰ　運営指導当日にご用意いただく書類について
１　人員に関する確認書類
	No
	名称等
	確認欄

	（１）
	出勤簿またはタイムカード
	

	（２）
	給与台帳及び給与の明細を確認できるもの
	

	（３）
	従業者の資格者証（各資格証等の写し）
	

	（４）
	労働条件通知書または雇用契約書など
	

	（５）
	就業規則
	

	（６）
	秘密保持に関する誓約書（利用者の個人情報について秘匿することを従業者に誓約させるもの）
	

	（７）
	研修（内部・外部研修）計画・実施記録・資料
	

	（８）
	職場におけるハラスメント防止に関する方針、相談記録
	



２　運営に関する確認書類
	No
	名称等
	確認欄

	（１）
	苦情・相談に関する記録、苦情対応マニュアル
	

	（２）
	事故・ヒヤリハットに関する記録、事故対応マニュアル
	

	（３）
	利用者実績（直近3か月）
	

	（４）
	業務継続計画に関する記録（業務継続計画、研修・訓練の記録）
	

	（５）
	衛生管理等に関する記録（感染症対策検討委員会の議事録、感染症の予防及びまん延防止のための指針、研修・訓練の記録）
	

	（６）
	虐待の防止に対する記録（虐待防止検討委員会の議事録、虐待防止のための指針、研修の記録）
	

	（７）
	身体的拘束等についての記録（関係者との議事録、利用者の記録、同意書）
	

	（８）
	損害賠償保険の証書
	

	（９）
	【償還払いの場合】利用料等の受領に関する書類
	



３　サービス提供に関するもの
	No
	名称等
	確認欄

	（１）
	契約書・重要事項説明書・個人情報使用同意書
	

	（２）
	サービス提供記録 
	

	（３）
	サービス提供票・別表
	

	（４）
	サービス提供に関する計画書
	

	（５）
	利用者ごとの介護予防支援台帳（課題分析、サービス担当者等記録、支援経過記録、ケアマネジメント結果等記録表、サービス評価表）
	

	（６）
	訪問の記録
	

	（７）
	介護給付費明細書（国保連請求分）の控え【直近３か月分】
	

	（８）
	サービス事業者等との連絡調整に関する記録
	

	（９）
	給付管理票
	

	（１０）
	算定した加算の取得要件に関する書類
	

	（１1）
	モニタリングに関する記録
	



Ⅱ　当日の流れ
（１）１０：００　運営指導開始
　　　　①　１５：００終了を予定していますが、確認状況によっては時間が変わることがあります。
　　　　②　「用意いただいた書類」や「利用者のサービス提供に関する書類」を確認します。

（２）1５：00　運営指導終了
　　　　①　運営指導の総評と今後の流れについてご説明します。
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